
訪問看護ステーション　　　にこ

介護保険 介護予防

○　介護報酬 〇　介護予防報酬

単位数 単位数

訪問看護 Ⅰ1 314(283) 訪問看護Ⅰ1 303(273)

訪問看護 Ⅰ2 471(424) 訪問看護Ⅰ2 451(406)

訪問看護 Ⅰ3 823(741) 訪問看護Ⅰ3 794(715)

訪問看護 Ⅰ4 1128(1015) 訪問看護Ⅰ4 1090(981)

300 300

単位数 単位数

訪問看護 Ⅰ5 294 訪問看護 Ⅰ5 284

訪問看護 Ⅰ5 588 訪問看護 Ⅰ5 568

訪問看護 Ⅰ5 795 訪問看護 Ⅰ5 426

※過去2か月間において当事業所から訪問看護　（医療保険の訪問看護を含む）　の提供を受けていない場合、

　 初回　（初回月）　に　「初回加算」　として300単位が加算となります。

自己負担金は、利用料の10～30％を法定代理受領分徴収します。

医療保険

○　訪問看護療養費

30分以上 30分未満 30分以上 30分未満
¥5,550 ¥4,250 ¥2,780 ¥2,130
¥5,050 ¥3,870 ¥2,530 ¥1,940
¥7,710 月初日
¥3,010 2日目以降 ¥1,830 R8.6以降

¥2,880 R9.6以降

¥6,000 退院日訪問

¥3,800 ¥8,000 退院後初回

¥3,000 週1回のみ ¥60 月初日
¥1,500 月1回 ¥20 2日目以降

¥50 月1回 ¥120 月初日
¥1,400 ¥1,800 ¥40 2日目以降

訪問看護利用料金について、説明を受けました。 令和　　年　　月　　日　 署名・記名捺印

（R8.6.1～）

　20分未満の訪問 　20分未満の訪問

　30分未満の訪問 　30分未満の訪問

サービス内容　〇正看護師(准看護師) サービス内容　〇正看護師(准看護師)

料金(10割負担)

・訪問看護基本療養費　Ⅰ・ ・訪問看護基本療養費　Ⅲ(同一建物3人以上)・

　30分以上1時間未満の訪問 　30分以上1時間未満の訪問

　1時間以上1時間30分未満の訪問 　1時間以上1時間30分未満の訪問

　初回訪問時加算　算定料

サービス内容　〇作業療法士

　20分 　20分

　40分　(Ⅰ5×2) 　40分　(Ⅰ5×2)

　60分　(Ⅰ5×2超) 　60分　(Ⅰ5×2超)

・乳幼児加算（6歳未満・別表7,8等）・
・訪問看護物価対応料（R9年度以降）・

サービス内容

サービス内容　〇作業療法士

・訪問看護医療DX情報活用加算・

サービス内容 料金(10割負担)

・訪問看護情報提供療養費・

・訪問看護管理療養費・

複数名訪問看護加算（准看護師）
複数名訪問看護加算（補助・MHSW）

複数名訪問看護加算
（正看護師・作業療法士）

正看護師・作業療法士　　：　　週3回まで 正看護師・作業療法士　　：　　週3回まで
准看護師　　：　　週3回まで 准看護師　　：　　週3回まで

　初回訪問時加算　算定料

・退院時共同指導加算・
・退院支援指導加算・

・ベースアップ評価料加算（月初日）・

・訪問看護物価対応料・

¥4,500


